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派遣村から見た日本社会

湯浅誠
（反貧困ネットワーク事務局長／

NPO法人もやい事務局長）
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会社寮

路上、ネットカフェ、サウ
ナ、カプセルホテル、
友人宅・知人宅

＝広義のホームレス状
態

製造業のみ158,000人

うち居所なし3,085人（＋不明約2万人）ホーム
レス数減少は、不可視化しているだけ

影響は、物流・事務系派遣など登録型派遣全
般、正社員にも

自殺、犯罪、社会不安

会社寮空き室
民間アパート

公営住宅（要件緩和）

地方自治体
（政令市など）

国

福祉事務所
ハローワーク

既設シェルター
雇用促進住宅

１）求職活動・雇用保険・就職安定資金貸付・生活保護申請後審査期間中
の居所 →住民票は、上記の諸施策のみならず、選挙権他さまざまな諸権

利のフック。住民票を失うと市民権を失いかねない。
２）自治体は集中の懸念＋住民票要件で、流動化された雇用には対応でき

ない →住宅確保に限界
３）名古屋市は、元会社寮を5ヶ所280人分確保して（宿泊費・食費・水光熱

費で月額95,000円）、生活保護費で対応。原則2ヶ月でアパートに転宅。
４）会社寮を出さなければ賃料相当額を国が補助（実績3600件超） →より
強いインセンティブ（1.5～2倍）を大家に与えることで国が直接確保するこ

とが望ましい（月額10万円×1万戸＝10億×6ヶ月＝60億円）
５）当座の生活費・行動費として、生活保護申請者には5万円、他施策手続
中の者には10万円のつなぎ融資（社会福祉協議会「緊急小口貸付制度」）
の特例適用（要件緩和必要）（5万円×5,000人＋10万円×5,000人＝7億

5千万円）

① ②

③

④

⑤

⑥⑦

貧困対策を雇用対策のパッケージに含めてください
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労働して生活できる

雇用保険

生活保護

つなぎ融資

教育費かけてもらう
勉強できる家族・住環境

子どもの貧困

貧困の世代間連鎖
低い公的教育費

非正規労働の拡大
派遣・期間工切り

使えない緊急小口資金貸
付

未加入者1000万人
超？

水際作戦

貧 困 の 固 定 化 → 少 子 化

NOといえない
労働者

【今の社会は、すべり台

社会】



4

【08年10月】

出勤17日、休日出勤1日、残業3時間、時短12時間

基本給122,400、残業手当3,610、時短減額11,550、休業手当
17,000、皆勤手当8,500 →支給額149,585

雇用保険897、所得税2,880、作業服他1,733、寮個人負担56,000、
仮払金53,700 →控除合計115,210

差引支給額34,375 （＋仮払金＝88,075）

【08年11月】

出勤20日、普通残業13時間、休業2日

基本給144,00、残業手当15,642、休業手当12,320、皆勤手当
10,000、非課税交通費3,485 →総支給額185,447

雇用保険1,112、所得税4,000、寮費・寮個人負担62,903、仮払金
45,000 →控除合計114,015

差引支給額71,432 （116,432）

【08年12月】

出勤12日、残業1時間、役職手当5、休業7日

基本給90,400、残業手当1,485、休業手当43,120、役職手当5,000、
皆勤手当6,000、他支給10,000、非課税交通費2,460 →総支給額
158,465

雇用保険950、健康保険7,380、厚生年金13,815、所得税2,350、
介護保険1,017、寮費63,000、仮払金・臨時貸付38,000 →控除合
計126,512

差引支給額31,953 （69,953）
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2009年1月12日産経新聞より

【雇用保険制度から落ち込んでしまう人たちがいる】

雇用保険について、詳しく調べてみたい。そう思っていた昨年暮れ、
製造業の派遣社員を中心に大規模な雇用不安が起きた。「今、やる
しかない」。意気揚々と取材を始めた。「声を聞かせてくれる労働者
には事欠かないだろう」。そんな目算もあった。
ところが、取材は難しかった。他のメディアと取材先が競合したこと
も理由だが、「雇用保険以前の手助けが必要」な失業者が多かった
ことが大きい。

一般的なケースは「寮付きの仕事をなくし、住むところを失い、所持
金がわずか…」というもの。半ばホームレス化した彼らは日々の食費
もままならない。まれに失業手当の受給要件を満たしても、「手続き
に必要な写真代もない」。雇用保険まで行き着かないのが現実だっ
た。

取材したある識者は「正社員がやめた場合は貯金もあり、しばらく
は生活もできる。だからこそ手当や職業訓練を受けられ、再雇用の
レールに乗っていく。今回のように、非正規社員が同じレールに乗る
にはもっと、あれもこれもしてあげないと…」ともらした。雇用保険以
前に、生活保護や、低所得者を対象にした貸付金制度を組み合わ
せるなど、重層的支援が必要では、と感じた。

雇用保険の仕組みをテーマとした今回は、彼らの生活を詳細には
取り上げなかった。それだけに、どことなく不完全燃焼な部分がぬぐ
いきれない。（佐久間修志）

2009年1月16日産経新聞より

http://sankei.jp.msn.com/photos/life/welfare/090112/wlf0901120854000-p1.htm
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ある社協職員からの提言 ２００９，１，１３

社会福祉協議会が行っている貸付事業には大きく分けて３つあります。
この「①生活福祉資金貸付」事業はもともと昭和30年代から世帯を単位とした貧困世帯向けの支援であり、平成になって各自治体

の行う独自事業を網羅してできたものが、「②緊急小口支援資金」「③離職者支援資金」の制度となります。
ところが、生活困窮世帯向けの支援策のはずが、それぞれに貸付件数は少なく、東京都全体で年間①生福923件、②緊急390件

（07年9月～08年3月）、③離職59件（05年度：232件、06年度102件）です。
ある社協では、年間相談件数総計789件のうち、貸付件数10件足らず。
どうしてか？ それは、貸付の段階“貸付の入り口”と“出口”に問題があるからだと思います。

本人の問題だけじゃない！！
○貸付そのものの全体像の広報不足、貸付体制の不備
○償還は計画的返済という名の「自立への階段」のはずが、返済状況に対してのサポート、就職支援がセットされていない！！
「生活福祉資金制度を生かす！！にはどうしたらよいのだろうか？？」
生活に困ったら、即「生活保護」だけだろうか？

公的な貸付制度は、本来、助け合いの精神に基づいたセーフティーネットである。償還とは自立に向けた計画的な段階的支援と
セットでなければならないはずだ。

≪打開策≫
生活保護（生活福祉課）の前に生活福祉資金≪セーフティーネット≫
就職支援（ハローワーク）と連携しての生活福祉資金≪就職サポート≫
貸付受付から償還までが生活福祉資金≪福祉的サポート≫
「本人とその世帯の責任と自覚」とともに
「社協職員の支援の意識改革と具体的な運用の見直し」が必要
・・・・案）派遣切りされた労働者への離職者支援資金の適用

【借りづらい緊急小口貸付】
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労働して生活できる

雇用保険

生活保護

つなぎ融資

シェルター＋総合相談

緊急小口貸付

生活保護

アパート

NOといえる
労働者

教育・住宅
教育費かけてもらう

勉強できる家族・住環境
子どもの貧困

「派遣切り」防止・派遣法改正

要件緩和

有期雇用との整合性

利用しやすく自立しやすい

【貧困対策として、シェルターを始め

とした諸施策が必要（右側）。その上

で、防貧的な諸施策（すべり台に階

段をつける）が必要（左側）】
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